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○
議
　
会
　
規
　
則

　
大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
議
会
議
長
　
　
嶋
　
　
　
　
　
　
　
幸
　
　
　
一
　

大
分
県
議
会
規
則
第
一
号

　
　
　
大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
二
項
中
「
六
週
間
」
を
「
八
週
間
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
県
議
会
議
長
告
示

大
分
県
議
会
議
長
告
示
第
一
号

　
大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
大
分
県
議
会
議
長
告

示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
議
会
議
長
　
　
嶋
　
　
　
　
　
　
　
幸
　
　
　
一
　

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
第
三
条
第
十
六
号
中
「
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号
」
を
「
第
二
百
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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示
）


